
治療のため医師が予約日を決めておりますので、

原則として予約の変更・取消はお控えください。

やむを得ない事情により変更が必要な場合は、

下記をご確認のうえお手続きください。

やむを得ず予約変更を
行う場合は、右記の
WEBフォームの利用を
ご検討願います。

済生会横浜市東部病院 外来検討委員会

予約変更はWEB・電話でのみ受け付けます。
ご来院時の直接のお申し出への対応はできかねます。

予約変更に関するお知らせ

◇変更可能回数：1つの予約につき２回まで

◇予約日から1か月が経過すると予約変更ができません。
再度受診の際は、初診時選定療養費(7,700円)が
かかります。やむを得ず予約変更される場合は、
お早目のお手続きをお願いします。

予約変更・取消の連絡が多く、
電話が大変混み合っております。


